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貿易関連投資措置

１．ルールの外観

（１）ルールの背景

年代後半以降、世界各国の海外直接投資は大き

な伸びを示したが、投資受入国、特に開発途上国にお

いては、自国産業の保護・育成、外貨流出の防止等の

観点から、外国からの投資を受け入れに際し、様々な

要求が行われる場合がある。

このような要求の例としては、ローカルコンテント

要求（国産品の購入又は使用の要求）、使用部品の製

造要求、輸出入均衡要求、国内販売要求、技術移転要

求、輸出要求（生産量の一定割合を（特定の地域に）

輸出することに対してインセンティブを与えるもの）、

出資比率規制、為替規制、送金規制、ライセンシング

要求、雇用規制等が挙げられる。これらの投資措置の

一部は、強い貿易歪曲効果を有し、 第 条及び第

条に反するため禁止されている。

投資規制に関する国際規範は従来から存在するが、

ウルグアイ・ラウンド交渉が終結するまでは、規律内

容及び対象国の点で限定的なものにとどまっていた。

例えば、経済協力開発機構（ ）の「資本移動の自

由化に関するコード」において、加盟国は直接投資に

ついて幅広い自由化義務が課されているが、係る義務

については、各国は自由に留保を付すことができるこ

とになっており、実際に各国は多くの留保を付してい

る。また、二国間条約等においても、投資一般につい

て最恵国待遇を約束しているものはあるが、内国民待

遇まで認めているものは多くない。 年 月に採

択された の投資原則は、最恵国待遇及び内国民

待遇を含め、投資全般に関するルールを定めたもので

あるが、拘束力を有しないものである。

（２）法的規律の概要

年の においても、内国民待遇付与の規定

や数量制限禁止の規定に違反する投資措置は禁止され

ていたが、禁止される措置の範囲については明確では

なかったため、ウルグアイ・ラウンドでは、貿易に関

連する投資措置（ 、

略して「 」）の規律の在り方が議論され、 協

定の附属書 ：物品の貿易に関する多角的協定の一部

として「貿易に関連する投資措置に関する協定」（

協定）が合意された。同協定は、輸入産品を課税、規

則等の面で、国内産品に比べ差別的に取り扱ってはな

らないとする 第 条の内国民待遇及び第 条に

規定される輸出入数量制限の一般的禁止に違反する

の禁止を規定し、特にローカルコンテント要求、

輸出入均衡要求、為替規制及び輸出制限（国内販売要

求）といった措置（図表Ⅱ‐ － ）を 協定の附

属書の例示表に示して明示的に禁止した。また、禁止

の対象となる投資制限措置には、法律等により強制的

に課されるもののほか、他の優遇措置（補助金、免税

等）を得るための条件とされるものも含まれることを

規定した（図表Ⅱ‐ － に示された は、あくま

で例示であり、 協定により禁止されるものはこ

れらに限定されるものではない）。同協定は、加盟国

に特に新しい義務を課すものではないが、 年の

上の義務が明確化されることによって、各国の措

置の 整合化が促進されることが強く期待されて

いる。 協定発効後、当該措置の実施国は、図表Ⅱ

‐ － に該当する場合を除き、所定の経過期間内に措

置の是正を要求されることとなる。

第 部 協定と主要ケース

整合性の判断に論理的に先行する。それは、紛争当

事国が適用可能性を争点としているかどうかにか

かわらない。

よって、同特別関税がセーフガード措置であるか

否か、パネルが独自に判断したことは、協定に照ら

し違法ではない。

② セーフガードの概念

第 条より、セーフガード措置とは、

上の義務を停止し、または譲許を撤回もし

くは修正するものであって、 その措置は国内産

業の損害を救済するという特定の目的でとられた

ものでなければならず、さらに、 義務の停止と

損害の救済との間に立証可能な結びつきが存在し

なければならない。

措置が上記の特徴を備えているか否かを判断す

る際、措置の設計や構造、及び予期される作用を全

体として評価すべきである。

③ セーフガード協定の適用可能性と協定整合性

パネルは損害の救済に必要な限度及び期間に限

ってとられた措置であることをセーフガードの要

件としているが、これはセーフガード協定の適用可

能性の問題ではなく、協定整合性の問題である。

しかし、同関税措置は、インドネシアの 上

の義務を何ら停止していない以上、セーフガードの

適用可能性を満たさず、セーフガードに該当しない

とのパネル判断は支持する。

④ 最恵国待遇義務（ 第 条）違反について

対象措置がセーフガード措置であるか否かにか

かわらず、 第 条違反の有無はそれ自体として

（ ）問題となりうるというパネルの判

断を支持する。同特別関税は、 か国を除外して

いる点において、最恵国待遇義務違反である。
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し、アルゼンチン、チリ、コロンビア、タイ、メキ

シコ、マレーシア、ルーマニアは、予定どおり

年末までに を撤廃した。他方、フィリピンは、

自動車に関するローカルコンテント要求及び為替

規制について段階的に削減し、 年 月 日を

もってそれぞれ ％としたが、その他に ％のロー

カルコンテント要求をしている分野があり、関連政

令の施行は停止されているものの撤廃には至って

いない。パキスタンは、自動車分野におけるローカ

ルコンテント要求について、同年 月に再度

年 月末までの延長申請を行ったが、 年 月

の物品理事会において、当該延長要請の公式撤回を

希望する（残存している一部の については撤

廃する意向である）旨の発言を行った。その後、問

題のあった「 」は 年 月で

廃止、代わって「 」が導入され

た。但し、この措置は地場自動車メーカー用 部

品には ％、それ以外は ％の関税を課すなど、

現地化を促す内容となっており、事実上の「ローカ

ルコンテント」要求である可能性がある。以上のと

おり、第 条に基づき 協定成立直後に通報さ

れた は現在では原則として撤廃されているも

のの、必ずしも全ての措置について明確に撤廃が確

認されているわけではない点に留意が必要である。

なお、 年 月の香港閣僚宣言では、後発開

発途上国の ｓについて、同宣言 日後から約

年以内に物品理事会に通報された既存の措置は

年 月 日まで維持することができ、同宣

言後新規に導入された措置で、導入後 ヶ月以内に

物品理事会に通報されたものは最長 年間維持でき

るが、いずれの措置も（物品理事会の決定により延

長されたとしても） 年には撤廃されなければな

らないとされた。しかし、これまで同宣言に基づく

ｓの通報は行われていない。

近年 新規加盟国が加盟議定書に基づく

の通報を行った例として、 年 月、ロシアが

加盟に際して、協定に整合しない として、

自動車分野における「工業品組み立て」投資規制を

加盟国に対して通報している。本 は、ロシア

が加盟議定書によって、 年 月 日までに撤

廃する旨約束したうえで留保したものである。また、

年 月、カザフスタンが 加盟に際して、

過去に物品理事会が 委員会に授権した任務としては、 年～ 年までに行われた 協定 条及び 条に関する開発途

上国に対する特別かつ異なる待遇（ ）の提案の検討がある。

石油・ガス・鉱業セクター及び自動車分野における

協定非整合な を通報しており、前者は

年 月 日までに、後者は 年 月 日（延長

の可能性有り）に撤廃することを約束している。

（４） 委員会

協定の運用及び実施に関する事項を加盟国

間で議論する場として、同協定に基づき に関

する委員会（ 委員会）が設置されている（第

条）。同委員会は、 年以降は定期的に年 回

開催されており、物品理事会に与えられた任務 を遂

行し（第 条）、物品理事会に対する年次報告を

行う（第 条）他、 協定に非整合的である

可能性がある加盟国の個別具体的な措置に関して、

加盟国間で継続的な意見交換を行う場として活用

されている。

（５）経済的視点及び意義

は、短期的には、実施国にとって産業保護・

育成の手段となり、また、国際収支の悪化に歯止め

をかける効果があると考えられることから、開発途

上国を中心に実施されてきた。また、先進国による

自由な投資を制限する一面があるものの、同時に開

発途上国の産業発展の基盤整備に資する側面もあ

り得る。しかしながら、中長期的には、自由な投資

活動を阻害することによって、当該国の経済発展に

悪影響を及ぼす可能性が大きい。

例えばローカルコンテント要求措置として、進出

する製造企業が現地国産部品の使用を義務づけら

れた場合、当該措置の実施国の部品産業は十分な競

争にさらされることなく生産を行うこととなり、国

際競争力が高まらないだけでなく、進出企業にとっ

ても高品質で割安な輸入品を使用できないため、結

局完成品の国際競争力が向上しないといったよう

な問題が起こる可能性がある。更に、当該国内の消

費者もコストの高い製品の購入を余儀なくされる

という不利益があり、それがゆえに国内需要の拡大

も阻害され、結果として当該国の経済の発展にマイ

ナスとなる可能性がある。

第 部 協定と主要ケース

＜図表 ＞明示的に禁止された の例

①ローカルコンテント要求 進出企業に対して、国内産品の購入・使用を要求する措置。特定の産品、

産品の数量若しくは価格又は当該企業の現地生産の数量若しくは価格の比

率のいずれを定めているかを問わない。（ 第 条 項違反）

②輸出入均衡要求 進出企業に対して、輸入品の購入・使用を、自社の輸出額や輸出量に応じ

た額に限定する措置。（ 第 条第 項違反）

進出企業に対して、国内生産に使用される産品の輸入を、一般的に又は自

社の輸出額や輸出量に応じた額に制限する措置。（ 第 条第 項違反）

③為替規制 進出企業に対して、自社の輸出額や輸出量に応じた額に外貨の調達を制限

することなどにより、生産に使用される産品（部品等）の輸入を制限する

措置。（ 第 条第 項違反）

④輸出制限 進出企業に対して、現地生産した製品等の輸出又は輸出のための販売を制

限する措置。特定の産品、産品の数量若しくは価格又は当該企業の現地生

産の数量若しくは価格の比率のいずれを定めているかを問わない。（ 第

条第 項違反）

＜図表 ＞ 協定の例外的規定

①経過期間 協定に適合しない （当該 は協定発効後 日以内に通報すること

を要する）については、先進国は 年、開発途上国は原則 年、後発開発途

上国は原則 年以内に撤廃する。

②開発途上国例外 開発途上国は、実施している が 第 条又は第 条違反を構成する

ものであったとしても、開発途上国における経済開発の必要性に鑑みて一

定の例外を認める 第 条の規定にかなっていれば、当該 を維持す

ることができる。

③衡平規定 を課されている既存企業が競争上不利とならないように上述①の経過

期間中は新規の投資企業に対しても同等の を適用することができる。

（３） 撤廃期限の延長

協定は、 協定発効日から 日以内に、

協定に適合しない を物品理事会に対し

て通報することを加盟国に対して義務づけ（第

条）ており、 か国から の存在が通報された

（ 設立後に加盟したメンバーによる の通

報について後述）。

各国は、第 条に基づき通報した を所定

の経過期間内に廃止する義務を負っており（第

条）、上記の通報国については、延長が物品理事会

によって決定されない限り（後述）、原則として、

年末をもって経過期間が満了した。

しかし、廃止につき特別の困難があることを立証

する開発途上加盟国（後発開発途上国を含む。）に

ついては、要請に基づき、物品理事会が、通報した

に係る経過措置を延長できる（第 条）と

ころ、 年 月、チリ、アルゼンチン、コロン

ビア、フィリピン、メキシコ、マレーシア、パキス

タン、ルーマニア及びタイについては、 年

月末（ただし、ルーマニアについては同年 月末、

フィリピンについては同年 月末）まで 撤廃

の経過期間を延長することが決定された（延長決定

に至る経緯の詳細については 年版不公正貿易

報告書 頁以下を参照）。

年 月に延長決定された各国の に関
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し、アルゼンチン、チリ、コロンビア、タイ、メキ

シコ、マレーシア、ルーマニアは、予定どおり

年末までに を撤廃した。他方、フィリピンは、

自動車に関するローカルコンテント要求及び為替

規制について段階的に削減し、 年 月 日を

もってそれぞれ ％としたが、その他に ％のロー

カルコンテント要求をしている分野があり、関連政

令の施行は停止されているものの撤廃には至って

いない。パキスタンは、自動車分野におけるローカ

ルコンテント要求について、同年 月に再度

年 月末までの延長申請を行ったが、 年 月

の物品理事会において、当該延長要請の公式撤回を

希望する（残存している一部の については撤

廃する意向である）旨の発言を行った。その後、問

題のあった「 」は 年 月で

廃止、代わって「 」が導入され

た。但し、この措置は地場自動車メーカー用 部

品には ％、それ以外は ％の関税を課すなど、

現地化を促す内容となっており、事実上の「ローカ

ルコンテント」要求である可能性がある。以上のと

おり、第 条に基づき 協定成立直後に通報さ

れた は現在では原則として撤廃されているも

のの、必ずしも全ての措置について明確に撤廃が確

認されているわけではない点に留意が必要である。

なお、 年 月の香港閣僚宣言では、後発開

発途上国の ｓについて、同宣言 日後から約

年以内に物品理事会に通報された既存の措置は

年 月 日まで維持することができ、同宣

言後新規に導入された措置で、導入後 ヶ月以内に

物品理事会に通報されたものは最長 年間維持でき

るが、いずれの措置も（物品理事会の決定により延

長されたとしても） 年には撤廃されなければな

らないとされた。しかし、これまで同宣言に基づく

ｓの通報は行われていない。

近年 新規加盟国が加盟議定書に基づく

の通報を行った例として、 年 月、ロシアが

加盟に際して、協定に整合しない として、

自動車分野における「工業品組み立て」投資規制を

加盟国に対して通報している。本 は、ロシア

が加盟議定書によって、 年 月 日までに撤

廃する旨約束したうえで留保したものである。また、

年 月、カザフスタンが 加盟に際して、

過去に物品理事会が 委員会に授権した任務としては、 年～ 年までに行われた 協定 条及び 条に関する開発途

上国に対する特別かつ異なる待遇（ ）の提案の検討がある。

石油・ガス・鉱業セクター及び自動車分野における

協定非整合な を通報しており、前者は

年 月 日までに、後者は 年 月 日（延長

の可能性有り）に撤廃することを約束している。

（４） 委員会

協定の運用及び実施に関する事項を加盟国

間で議論する場として、同協定に基づき に関

する委員会（ 委員会）が設置されている（第

条）。同委員会は、 年以降は定期的に年 回

開催されており、物品理事会に与えられた任務 を遂

行し（第 条）、物品理事会に対する年次報告を

行う（第 条）他、 協定に非整合的である

可能性がある加盟国の個別具体的な措置に関して、

加盟国間で継続的な意見交換を行う場として活用

されている。

（５）経済的視点及び意義

は、短期的には、実施国にとって産業保護・

育成の手段となり、また、国際収支の悪化に歯止め

をかける効果があると考えられることから、開発途

上国を中心に実施されてきた。また、先進国による

自由な投資を制限する一面があるものの、同時に開

発途上国の産業発展の基盤整備に資する側面もあ

り得る。しかしながら、中長期的には、自由な投資

活動を阻害することによって、当該国の経済発展に

悪影響を及ぼす可能性が大きい。

例えばローカルコンテント要求措置として、進出

する製造企業が現地国産部品の使用を義務づけら

れた場合、当該措置の実施国の部品産業は十分な競

争にさらされることなく生産を行うこととなり、国

際競争力が高まらないだけでなく、進出企業にとっ

ても高品質で割安な輸入品を使用できないため、結

局完成品の国際競争力が向上しないといったよう

な問題が起こる可能性がある。更に、当該国内の消

費者もコストの高い製品の購入を余儀なくされる

という不利益があり、それがゆえに国内需要の拡大

も阻害され、結果として当該国の経済の発展にマイ

ナスとなる可能性がある。

第 部 協定と主要ケース

＜図表 ＞明示的に禁止された の例

①ローカルコンテント要求 進出企業に対して、国内産品の購入・使用を要求する措置。特定の産品、

産品の数量若しくは価格又は当該企業の現地生産の数量若しくは価格の比

率のいずれを定めているかを問わない。（ 第 条 項違反）

②輸出入均衡要求 進出企業に対して、輸入品の購入・使用を、自社の輸出額や輸出量に応じ

た額に限定する措置。（ 第 条第 項違反）

進出企業に対して、国内生産に使用される産品の輸入を、一般的に又は自

社の輸出額や輸出量に応じた額に制限する措置。（ 第 条第 項違反）

③為替規制 進出企業に対して、自社の輸出額や輸出量に応じた額に外貨の調達を制限

することなどにより、生産に使用される産品（部品等）の輸入を制限する

措置。（ 第 条第 項違反）

④輸出制限 進出企業に対して、現地生産した製品等の輸出又は輸出のための販売を制

限する措置。特定の産品、産品の数量若しくは価格又は当該企業の現地生

産の数量若しくは価格の比率のいずれを定めているかを問わない。（ 第

条第 項違反）

＜図表 ＞ 協定の例外的規定

①経過期間 協定に適合しない （当該 は協定発効後 日以内に通報すること

を要する）については、先進国は 年、開発途上国は原則 年、後発開発途

上国は原則 年以内に撤廃する。

②開発途上国例外 開発途上国は、実施している が 第 条又は第 条違反を構成する

ものであったとしても、開発途上国における経済開発の必要性に鑑みて一

定の例外を認める 第 条の規定にかなっていれば、当該 を維持す

ることができる。

③衡平規定 を課されている既存企業が競争上不利とならないように上述①の経過

期間中は新規の投資企業に対しても同等の を適用することができる。

（３） 撤廃期限の延長

協定は、 協定発効日から 日以内に、

協定に適合しない を物品理事会に対し

て通報することを加盟国に対して義務づけ（第

条）ており、 か国から の存在が通報された

（ 設立後に加盟したメンバーによる の通

報について後述）。

各国は、第 条に基づき通報した を所定

の経過期間内に廃止する義務を負っており（第

条）、上記の通報国については、延長が物品理事会

によって決定されない限り（後述）、原則として、

年末をもって経過期間が満了した。

しかし、廃止につき特別の困難があることを立証

する開発途上加盟国（後発開発途上国を含む。）に

ついては、要請に基づき、物品理事会が、通報した

に係る経過措置を延長できる（第 条）と

ころ、 年 月、チリ、アルゼンチン、コロン

ビア、フィリピン、メキシコ、マレーシア、パキス

タン、ルーマニア及びタイについては、 年

月末（ただし、ルーマニアについては同年 月末、

フィリピンについては同年 月末）まで 撤廃

の経過期間を延長することが決定された（延長決定

に至る経緯の詳細については 年版不公正貿易

報告書 頁以下を参照）。

年 月に延長決定された各国の に関
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第１０章 原産地規則

第１０章

原産地規則

１．ルールの外観

（１）ルールの背景

原産地規則は、国際的に取引される物品の「国籍」

を判定するために用いられるルールであり、現状では

国際的に共通する十分に整備されたルールはなく、各

国又は各地域貿易協定に係る地域が独自に定めている。

原産地規則は大別すると特恵分野に係るものと非特恵

分野に係るものとに分かれ、さらに、特恵分野に係る

ものには、開発途上国に対する一般特恵に係るものと

地域貿易協定等に係るものがある（図表Ⅱ‐ 参

照）。

＜図表Ⅱ‐ ＞原産地規則の種類

・非特恵分野に係るもの

・特恵分野に係るもの

・一般特恵（ ）に係るもの（開発途上国（ 含む）に対するもの）

・地域貿易協定等に係るもの

非特恵分野の原産地規則は、「特恵関税の供与」以

外のすべての目的、具体的には、①数量制限などの輸

出国を特定した通商政策上の措置を実施する際の対象

物品の確定、②貿易統計の作成、③ある物品に原産地

を表示する場合の原産地の確定等の場合に利用されて

いる（現行の規則は必ずしも 種類のみではなく、目

的別に内容の異なる幾つもの規則を有する国も存在す

る）。

他方、特恵分野の原産地規則は、輸入品に特恵待遇

を供与するために利用されている。一般特恵に係る原

産地規則は、先進諸国がある物品を輸入する際に、当

該輸入品が一般特恵制度に基づく特恵対象国原産であ

るかどうかを判定するための規則である。また、地域

貿易協定に係る原産地規則は、北米自由貿易地域

（ ）や欧州経済領域（ ）等の地域貿易協定域

内の貿易において、域内原産の物品に特恵待遇を供与

するための規則である（第Ⅲ部第 章「物品貿易の諸

論点」＜原産地規則＞参照）。

本来原産地規則は貿易に対して中立であるべきも

のであるが、これが過度に制限的であったり恣意的に

制定・運用されたりすると、貿易制限の対象でない物

品がその対象とされる等、保護的な効果を有すること

がある。

原産地規則については、物品の貿易に関する国際的

なルールである においてさえ原産地の表示に関

する第 条を除いて原産地規則固有の規定は存在しな

い。また、 以外の国際規範としては、関税協力理

事会（ （ ：

）の「税関手続の簡素化及び調

和に関する国際規約（いわゆる京都規約）」の不可分

の一部とされる附属書（「原産地規則に関する附属書」）

が存在するが（京都規約は 年に約 年ぶりに改

正。我が国は 年に受諾）、同改正京都規約の原産

地規則に関する附属書は、 での原産地規則調和作

第 部 協定と主要ケース

２．主要ケース

（１）インド－自動車政策（

）

年 月、自動車産業に対して製造業者と商

業省との間で、新ガイドラインに基づく覚書（ ）

の作成・署名を義務づける等を内容とした新自動車

政策を発表した（商工省通達 ）。本政策中に

は、 協定に照らし以下の問題点が含まれてい

る。すなわち、最初の輸入部品（ 、 ）の輸入

通関日から 年以内に ％、 年以内に ％の国

内部品調達率の達成が義務づけられているほか、自

動車ないしは同部品の輸出義務が操業 年目から課

され、 年目からは、その輸出義務達成度に応じて

輸入部品（ 、 ）の輸入量が規制されることと

なっており、輸出入均衡要求が含まれている。なお、

インドは、本政策発表以前から合弁自動車企業に対

し、自動車部品の輸入に係る輸入許可証の発行条件

として、法に基づかない行政指導としてローカルコ

ンテント要求や輸出入均衡要求を含む覚書（ ）の

締結を求めていた経緯があり、これも 違反の

疑いが強い措置であったが、上記新自動車政策は、

同行政指導を制度化したものと言える。

年 月には、 が協議要請を行い、我が国

は米国とともに本協議に第三国参加を行った。同年

月に第 回協議が開催されたが解決には至らず、

年 月、 の要請によりパネルが設置され、

日本は第三国として参加した。また、 年 月に

は米国が協議要請を行い、我が国は、 とともに第

三国参加を行った。同年 月に第 回協議が開催さ

れたが解決には至らず、 年 月、米国の要請に

よりパネルが設置され、日本をはじめ 、韓国が第

三国参加した。同年 月末、これら 件のパネル

は単一パネルに併合された。

インドは、本件に先立って、米国より 協議・

パネル設置要請された自動車を含む特定品目に係

る輸入制限措置の上級委員会での敗訴を受けて、

年 月、 年 月 日までに輸入制限を撤

廃する旨米国との間で合意しており、これを受けて、

年 月 日より 品目の、 年 月 日

より 品目の数量制限措置を撤廃した。そして、

係る措置撤廃を受けて、商工省通達 を

年 月に廃止したが、 年 月 日までに発生

した輸出義務は継続しており、本政策は完全に撤廃

されたとは言えない状況であったところ、上記単一

パネルは、同年 月に商工省通達 及びこれ

に基づいて締結された が、 第 条、第

条に違反すると判断した。パネル報告書の内容を不

満とするインドは、 年 月 日、上級委員会

に上訴したが、同年 月 日上訴を取り下げた。

その後、インド政府は同年 月、 年 月末まで

に発生した輸出義務の履行についても廃止を行い、

本件自動車政策は完全に撤廃された。

（２）カナダ・オンタリオ州による太

陽光パネル等に関するローカル

コンテント要求（国産品優先補

助金）（ 、 ）

年版不公正貿易報告書 頁参照。

（３）ブラジルによる自動車に関する

ローカルコンテント要求（工業

製品税の条件付き減税（国産品

優先補助金））（ 、 ）

第 部第 章参照。
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